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３　通所型サービス（独自）サービスコード表【緩和した基準によるサービス】（R8.6.1～）

種類 項目

A6 1211 通所型独自サービス／２１１ 1459 1月につき

A6 1212 通所型独自サービス／２１１日割 日割の場合 49単位 49 1日につき

A6 1221 通所型独自サービス／２１２ 2992 1月につき

A6 1222 通所型独自サービス／２１２日割 日割の場合 100単位 100 1日につき

A6 1213 通所型独自サービス／２２１ 334単位 334 1回につき

A6 1223 通所型独自サービス／２２２ 344単位 344

A6 6125 通所型独自サービス同一建物減算／２１ 328単位減算 -328 1月につき

A6 6126 通所型独自サービス同一建物減算／２２ 656単位減算 -656

A6 6227 通所型独自サービス同一建物減算／２３ 69単位減算 -69 1回につき

A6 6100 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ１１
(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ

111/1000加算 1月につき

A6 6183 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ２１
(2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ

120/1000加算

A6 6110 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ１１
(3)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ

109/1000加算

A6 6184 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ２１
(4)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ

118/1000加算

A6 6111 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ１
(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

99/1000加算

A6 6380 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ１
(6)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

83/1000加算

A6 6185 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ１２
(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ

117/1000加算

A6 6186 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ２２
(2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ

127/1000加算

A6 6187 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ１２
(3)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ

115/1000加算

A6 6188 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ２２
(4)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ

125/1000加算

A6 6189 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ２
(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

105/1000加算

A6 6190 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ２
(6)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

89/1000加算

定員超過の場合

種類 項目

A6 8004 通所型独自サービス／２１１・定超 1459単位 1021 1月につき

A6 8005 通所型独自サービス／２１１日割・定超 49単位 34 1日につき

A6 8014 通所型独自サービス／２１２・定超 2992単位 2094 1月につき

A6 8015 通所型独自サービス／２１２日割・定超 100単位 70 1日につき

A6 8006 通所型独自サービス／２２１・定超 334単位 234 1回につき

A6 8016 通所型独自サービス／２２２・定超 344単位 240

看護・介護職員が欠員の場合

種類 項目

A6 9004 通所型独自サービス／２１１・人欠 1459単位 1021 1月につき

A6 9005 通所型独自サービス／２１１日割・人欠 49単位 34 1日につき

A6 9014 通所型独自サービス／２１２・人欠 2992単位 2094 1月につき

A6 9015 通所型独自サービス／２１２日割・人欠 100単位 70 1日につき

A6 9006 通所型独自サービス／２２１・人欠 334単位 234 1回につき

A6 9016 通所型独自サービス／２２２・人欠 344単位 240
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